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当別町リモート相談窓口構築業務委託 公募型プロポーザル企画提案説明書 

 

１ 業務の目的 

  当別町では、行政サービスの窓口として、「役場本庁舎」、「総合保健福祉センター

（ゆとろ）」及び「太美出張所」があるが、各拠点が離れていることから、来庁者が

行う手続きや相談内容によっては、それぞれの庁舎を移動する必要があり、行政サー

ビスにおける「距離の壁」という課題がある。また、当別町から札幌市へ通勤・通学

している町民が約３，０００人いることから、役場の開庁時間に窓口へ来庁するため

に休暇等の取得が必要なことが想定される。これらの課題に対して、従来の行政サー

ビスは、町民に来庁してもらうスタイルであったが、リモート相談窓口を導入するこ

とにより、「庁舎所在地・居住地区・勤務先所在地」といった「場所に囚われない」

withコロナ時代の新たなスタイルで、町民のライフスタイルに合った場所で、気軽に

相談できる行政窓口サービスを実現し、窓口相談の利便性向上を図る。 

 

２ 業務の概要 

 ⑴ 発注者 

   当別町長 後藤 正洋 

 ⑵ 業務名称 

   当別町リモート相談窓口構築業務委託 

 ⑶ 業務内容 

  ① リモート相談窓口整備 

  ② 窓口設置 

  ③ 周辺機器整備 

  ④ 成果物の納品 

  ⑤ その他、上記の整備に関連する業務 

 ⑷ 業務期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 予算上限額 

   ７，４４８，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、次

に掲げる要件に該当する単独の事業者または複数の事業者等で構成する連合体とす

る。 

 ⑴ 共通要件 

  ① 道内に本社若しくは事業所等（本事業を実施するために設置する場合を含む。）

を有する法人又は法人以外の団体であること。 
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  ② 受託者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、

提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当すること。 

  ③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないものであること。 

  ④ 当別町財務規則（昭和４４年当別町規則第１２号）第１２２条の規定に該当す

るものであること。 

  ⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  ⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  ⑦ 法人税、都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているもので

ないこと。 

  ⑧ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関

する条例（平成２７年当別町条例第１５号）第２条第１号及び第２号に該当する

ものでないこと。 

  ⑨ プロポーザル参加表明書（以下「参加表明書」という。）の提出期日から審査

完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。 

  ⑩ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本業務のプロポ

ーザルに参加するものでないこと。 

  ⑪ 業務の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、２名以上

確保できる体制であること。 

  ⑫ 当別町の令和５年・６年度物品等競争入札参加資格者名簿に登録されているも

のであること。 

 ⑵ 単独の事業者における資格要件 

  ① 適正に業務を遂行するため、過去に本件と関連又は類似するような業務契約の

履行経験を有していること。 

 ⑶ 連合体における資格要件 

  ① 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員が過去に本業務と関連又は類似す

るような業務契約の履行経験を有していること。 

  ② 本業務の受託者となった連合体は、業務完了後３ヵ月を経過するまでの間は、

連合体を解消しないこととし、３ヵ月を経過後に契約の内容に適合しない状態等

があった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。 
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４ 事務局 

  当別町企画部デジタル都市推進課デジタル都市推進係 

  〒０６１－０２９２ 北海道石狩郡当別町白樺町５８番地９ 

  電 話：０１３３－２３－３７６７ 

  ＦＡＸ：０１３３－２３－３２０６ 

  電子メール：it-joho@town.tobetsu.hokkaido.jp 

 

５ スケジュール 

  プロポーザルの公示         令和５年５月１５日（月） 

  参加表明書に係る質問書の提出期限  令和５年５月２２日（月） 

  質問書に対する回答期限       令和５年５月２３日（火） 

  参加表明書の提出期限        令和５年５月２５日（木） 

  企画提案書提出要請         令和５年５月２６日（金） 

  企画提案書に係る質問書の提出期限  令和５年６月 ２ 日（金） 

  質問書に対する回答期限       令和５年６月 ６ 日（火） 

  企画提案書の提出期限        令和５年６月１４日（水） 

  企画提案書のヒアリング及び審査   令和５年６月２６日（月） 

 

６ 参加表明書の提出方法 

 ⑴ 提出書類 

  ① 参加表明書（別記様式第１号） 

  ② 事業者（構成員）の概要調書（別記様式第２号） 

  ③ 申出書（別記様式第３号） 

  ④ 別記様式第１号から第２号に添付する資格実績確認書類 

 ⑵ 参加表明書の提出部数 

  ① 別記様式第１号から第３号 各１部 

  ② 別記様式第１号から第２号に添付する資格実績確認書類 各１部 

 ⑶ 参加表明書の提出方法 

  ① 提出方法 

    持参または郵送 

    ※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から 

午後５時までとする。 

     郵送する場合は配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  ② 提出場所 

    事務局まで 

  ③ 提出期限 

    スケジュールに記した日の午後５時まで 
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 ⑷ 参加表明書に関する質問の受付及び回答 

  ① 質問の方法 

    質問は、「参加表明書に関する質問書」（別記様式第４号）により、一括して電

子メールで事務局へ送付すること。電子メール以外による質問は不可とする。ま

た、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。 

    なお、企画提案書の内容についての質問はこの期間では受け付けない。 

  ② 質問書の受付期間 

    スケジュールに記した日の午後５時まで 

  ③ 回答方法 

    質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、スケジュールに

記した日までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、町ホームページ

に掲載する。 

    原則、再質問は受け付けない。 

 ⑸ 参加要件の確認 

    参加希望者のうち、参加資格要件を満たしており、企画提案書の提出を要請す

る参加者（以下「応募事業者」という。）に対して、スケジュールに記した日ま

でに企画提案書の提出を書面により要請する。 

    参加希望者のうち、参加資格を有しないと認められる者に対しては、スケジュ

ールに記した日までに、その旨を通知する。 

 

７ 参加表明書等の記入上の留意事項 

 ⑴ 参加表明書（別記様式第１号） 

  ① 代表者印（連合体の場合は代表事業者印）を押印のうえ、提出すること。 

  ② 担当者の電子メールアドレスを記入すること。 

  ③ 代理人や支店長など代表権のない方の代表者名で参加表明書を提出する場合

は、委任状を添付すること。 

  ④ 単独事業者又は連合体構成員すべての登記事項証明書を添付すること（発行後

３ヵ月以内のもの。写し可。） 

  ⑤ 単独事業者又は連合体構成員すべての納税証明書を添付すること（発行後３ヵ

月以内のもの。写し可。）。対象となる税目は、法人税と消費税及び地方消費税（税

務署納税証明書その３の３）、都道府県税（各都道府県が発行する納税証明書「資

格審査請求」、都道府県が賦課徴収するものに限る。）、市町村税（課税対象法人

に限る、登記上の所在地の市町村発行の納税証明書）とする。 

  ⑤ 連合体は、前２号で定める書類のほか協定書及び委任状の写しを提出すること。 

  ⑥ その他、会社概要等、参考となる書類の提出は妨げない。 

 ⑵ 事業者（構成員）の概要調書（別記様式第２号） 

  ① 総括責任者は受託者となった場合、当該事業を一貫して担当すること。 
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  ② 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、２名以上確

保できる体制であること。連合体にあっては、構成員の中で２名以上確保できる体

制であること。 

  ③ 過去の実績の対象は、平成３０年４月１日以降に受託した、本件と関連又は類

似するような業務とする。 

  ④ 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先し、かつ規模の大きいものから

５件まで記入することができる。なお、記入した業務については、契約書（鑑）

の写し及び業務の完了が確認できる資料の写し、事業の概要が確認できる書類を

提出すること。 

  ⑤ 業務実績の添付に当たっては、Ａ４版縦１枚とし、Ａ３版を添付する場合は折

込み添付とすること。 

  ⑥ 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。 

 ⑶ 申出書（別記様式第３号） 

① 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。 

 

８ 企画提案書の提出方法 

 ⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書  別記様式第５号 

 ⑵ 企画提案書の提出部数 

  ① 企画提案書  正本１部、副本１１部 

    別記様式第５号の正本には提出者名を記入し、副本には提出者名、担当者名を

特定できる語句、記号、図等を記入しないこと。 

 ⑶ 企画提案書の提出方法 

  ① 提出方法 

    持参または郵送 

    ※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から 

午後５時（最終日は午後１時）までとする。 

     郵送する場合は配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  ② 提出場所 

    事務局まで 

  ③ 提出期限 

    スケジュールに記した日の午後１時必着 

 ⑷ 企画提案書に関する質問の受付及び回答 

  ① 質問の方法 

    質問は、「企画提案書に関する質問書」（別記様式第６号）により、一括して電

子メールで事務局へ送付すること。電子メール以外による質問は不可とする。ま

た、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。 
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  ② 質問書の受付期間 

    スケジュールに記した日の午後５時まで 

  ③ 回答方法 

    質問に対する回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、スケジュールに記

した日までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、町ホームページに

掲載する。 

    原則、再質問は受け付けない。 

 

９ 企画提案書の記入上の留意事項 

 ⑴ 共通事項 

  ① 文章の文字サイズは８．０ポイント以上、図の注釈等は６．０ポイント以上と

する。 

  ② 企画提案書のサイズはＡ４版縦を基本とし、Ａ３版を添付する場合は折込み添

付とする。 

  ③ 正本のみ企画提案者名を記載し、副本は応募事業者が特定できる内容は記載し

ないこと。 

 ⑵ 企画提案を求める事項 

別添要求仕様書に記載の業務の内容をふまえ企画提案すること。 

 ⑶ 業務処理に係る積算等 

   事業費の積算にあたっては、別添要求仕様書を参考とすること。また、次年度以

降の運用管理保守全般に係る運用経費（２年目から５年目）を積算し提案すること。 

 

１０ プロポーザル審査会における受託者の選定 

 ⑴ 企画提案のプレゼンテーション及びヒアリング 

  ① 実施日時（予定） 

    スケジュールに記した日 時間未定 

② 実施場所 

    当別町役場 会議室未定 

  ③ プレゼンテーションに出席する者は、別記様式第５号に記載された総括責任者

及び業務従事者のうち３名以内とし、総括責任者は原則として出席することとす

る。 

    また、代理者の出席及び指定された者以外の出席は原則として認めない。 

  ④ プレゼンテーションは提出した企画提案書のみを使用することとし、説明資料

の追加やデモンストレーション等は認めない。 

  ⑤ プレゼンテーションにおいては、パソコンの使用を認める。プロジェクター（Ｈ

ＤＭＩ端子またはＲＧＢ端子使用可）及びスクリーンの機材については、事務局

が準備する。 
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  ⑥ プレゼンテーションの時間配分は、別途指定する。 

 ⑵ 企画提案の審査 

   企画提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、本事業にお

ける理解度、企画提案の内容及び実現性、費用対効果、本事業への取組姿勢等を総

合的に評価し、最優秀者１者及び次席者１者を選定する。 

 ⑶ 選定事業者の通知 

   審査結果に基づき、選定された最優秀者及び選定されなかった応募事業者に書面

により通知するものとする。 

 

１１  本業務の契約 

 ⑴ プロポーザル審査会において選定された最優秀者と見積合わせを実施し、随意契

約を行う。なお、当該者と契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉を

行うものとする。 

 ⑵ 選定後の業務内容は、別添要求仕様書及び提案内容等を踏まえ、実施する。 

 

１２ その他 

 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。 

 ⑵ 無効となる参加表明書又は企画提案書は以下のとおりとする。 

  ① 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

  ② 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

  ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

  ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

  ⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 ⑶ 企画提案書の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。 

 ⑷ 提出された参加表明書は、企画提案参加事業者の選定以外には提出者に無断で使

用しない。 

 ⑸ 提出された書類は、企画提案の応募事業者の選定及び最優秀者の選定を行う作業

に必要な範囲又は場合において、複製を作成する。 

 ⑹ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認め

ない。 

 ⑺ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 

 ⑻ 最優秀者として選定された事業者を公表できるものとする。 

 ⑼ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することが

できるものとする。 

 ⑽ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使

用することを禁ずる。 


